
 

《論文》 

 

 

 

 

非行・犯罪からの離脱における元非行少年の変容と

支援プロセスに関する質的研究 

－支援者育成を取り入れた立ち直り支援実践に注目して－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 脇 幸 恵 

 

 

更生保護学研究 第 23 号  2023.12 

  



更生保護学研究 第23号 2023年

非行・犯罪からの離脱における元非行少年の変容と支援プロセスに関する質的研究　33

Ⅰ．はじめに
近年，日本における少年犯罪の件数は減

少傾向にあり，令和３年の少年による刑法
犯，危険運転致死傷及び過失運転致死傷等
の検挙人員は29,802人と戦後最少を更新し
た。一方，再非行少年率は33.7％と平成29
年以降低下傾向にあるものの，非行少年の
約３人に１人は再非行をしている現状にあ
る。また，少年院出院者の再入院，刑務所

入所率を見ると，２年以内では10.8％であ
るが，５年以内では21.7％として２割を超
えており，この実態は非常に憂慮すべき状
況にある（法務省 2022）。ほとんどの少年
は，再び犯罪や非行はしないと決意して少
年院を出院するが，この数字からは，社会
の中で犯罪・非行から離脱して生活するこ
とが容易ではないことが窺える。立ち直り
を決意した少年たちが，再び犯罪・非行に
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（要旨）

　本研究の目的は，少年院を出院した元非行少年が，社会生活を送る中でどのような問題

や困難を抱えながら，どのような支援や関わりによって，価値や行動の変容が起こり，犯

罪・非行から離脱するに至ったのか，その変容プロセスを明らかにすることである。さらに，

NPO法人Aが実施する支援者となるための育成を取り入れた立ち直り支援に関する知見を得

ることを目的とする。元非行少年3名を対象とした個別インタビューによる半構造化面接を実

施し，そのうちの1名の逐語データと支援記録を複線径路・等至性モデル（TEM）を用いて分析

を行った。その結果，非行から離脱した生活を送るには，一時的な支援でなく，継続して支

えていくことが必要であり，常に寄り添い，いつでも相談できる人がいる安心感を得ること

が重要であることが示された。そして，支援者になるという目標には，犯罪・非行から離脱

した生活の維持へとつながる可能性が示唆された。
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及ぶことなく，社会の中で安心して生活す
るためには，彼らが日々の生活でどのよう
な問題に直面し，どのような支援や環境づ
くりを行うことで犯罪・非行から離脱する
ことができるのかについて，明らかにする
必要がある。
日本における社会の中での非行少年の
立ち直りプロセスに関する研究は，坂野
（2015）や千賀（2019）らによって行われてい
るが，支援を受ける少年および青年に直接
アプローチして，その変容プロセスを明ら
かにしたものは少ない。また，立ち直り支
援の中で，元非行少年を支援者として育成
していく実践を明らかにしたものは見られ
ない。
そこで，本研究では，実際に社会の中で
立ち直り支援を受けながら生活する元非行
少年の語りと支援記録から，元非行少年が
どのような生活上の問題や困難を抱え，支
援者のどのような支援や関わりによって価
値や行動の変容が起こり，犯罪・非行から
離脱することができたのかを明らかにす
る。それと共に，支援されるだけでなく，
支援する側へと成り行く元非行少年への支

援者育成を取り入れた立ち直り支援に関し
ても知見を得ることを目的とする。

Ⅱ．研究方法
１．研究協力者

本研究は，非行少年の立ち直り支援を
行うNPO法人Ａによる協力のもと行った。
NPO法人Ａは，どんな子でも絶対にできる
と信じながら寄り添い，将来に不安を抱く
のではなく，わくわくした幸せな人生にな
るよう「過去を価値に」変えて，子どもたち
を導いていくことを掲げ，支援を行ってい
る法人である。非行少年の支援においては，
彼らが抱える生きづらさや課題に寄り添い
ながら，共に生き，共に歩む支援を行い，
一方的な支援をするだけでなく，元非行少
年が支援者となるための支援をも行ってい
る法人である。このNPO法人Ａに研究目的
を伝えた上，法人が支援する元非行少年で，
非行歴，支援内容，特性等から個人が特定
されることがないと判断された者を紹介い
ただき，そこからインタビュー調査に同意
が得られた３名を対象とした。研究協力者
の概要を表１に示す。

表１　研究協力者の概要

研究協力者 年代 性別 障害の有無 罪名 少年院等への入院

B 20 代前半 男 発達障害
あり 強制わいせつ 少年鑑別所入所

C 20 代前半 男 なし 共同危険行為
脅迫　窃盗 少年院入院

D 20 代前半 男 なし
共同危険行為

傷害
大麻取締法違反

少年院入院
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２．データ収集方法

データ収集方法は，NPO法人Ａが蓄積し
ている支援記録の提供を受けると共に，研
究協力者３名を対象にインタビューガイド
を用いて，概ね40分から60分の半構造化イ
ンタビューを行った。インタビューガイド
は，事前にNPO法人Ａのスタッフ（以下，「ス
タッフ」という。）と打ち合わせ，設問項目
を精選して作成し，研究協力者にはインタ
ビュー前に設問項目を伝えた。設問項目は，
①犯罪歴，②犯罪に至った背景，③支援を
受けることになった背景，④今までに誰か
らどのような支援を受けたのか，⑤NPO法
人Ａから受けた支援，⑥NPO法人Ａによる
支援が始まる前と現在の非行や犯罪に対し
ての意識や考え，⑦NPO法人Ａによる支援
が始まる前と現在の社会生活や生活環境，
⑧NPO法人Ａによる支援が始まる前と現在
の人間関係，⑨非行や犯罪から立ち直るた
めに必要な支援や関わり，⑩これまでの経
験や支援から，少年や若者が非行や犯罪か
ら立ち直るために必要な対策の10項目につ
いて，質的データを収集した。

インタビューの実施期間は2022年12月
～ 2023年１月である。インタビューは研
究協力者のプライバシーを確保した上で
実施した。
３．倫理的配慮

本研究は，日本福祉大学「人を対象とす
る研究」に関する倫理審査委員会の承認を
得て実施した（承認番号22-036-02）。 
４．分析方法

研究協力者３名のうち，本研究の目的に
合う対象者がＣ氏の一例のみであったた

め，Ｃ氏を分析対象とした。Ｃ氏のその時々
の心情や感情を読み取りながら，支援者と
なる目標をもって，犯罪・非行から離脱す
るまでの変容プロセスとスタッフによる支
援との因果関係を明らかにすることを考え
た。それゆえ，時間を拾象せず個人の変容
を社会との関係で捉え記述していく複線径
路・等至性モデル（Trajectory Equifinality 
Model：以下，「TEM」という。）（安田・サ
トウ2012）を用いて分析することとした。
TEMは，人間を開放システムとして捉え
るシステム論に依拠しており，個々人がそ
れぞれ多様な径路を辿っていたとしても，
等しく到達するポイント（等至点）があると
いう考え方を基本とし（安田2005），人間の
発達や人生径路の多様性・複線性の時間的
変容を捉える分析・思考の枠組みモデルで
ある（荒川・安田・サトウ2012）。中坪・小
川ら（2010）は，TEMを用いることで，人
間の思考や行動，態度，感情の時間的な変
化とその多様なプロセスを捉えるのに有効
であるとしている。また，TEMは，１人
のデータでも多人数のデータでも扱うこと
が可能である。１人のデータによるTEM
は，多人数のTEMに比べて現象を詳しく
記述することができ，個人の径路の深みを
探ることができるという利点がある（荒川・
安田・サトウ2012）。 

分析データは，スタッフが作成した支援
記録とＣ氏に行ったインタビュー内容の文
字データを用いた。分析手順は，Ｃ氏の支
援記録とインタビュー内容の文字データを
熟読し，犯罪・非行に及ぶ前から犯罪・非
行から離脱するまでのプロセスにおける思
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誰かに相談できる力の獲得≫≪BFP❾目標の
有無≫をBFP（分岐点）とした。また，EFP
（等至点）に近づいていくありようを阻害す
る力をSD（社会的方向づけ），EFP（等至点）
に近づくのを助ける力をSG（社会的助勢）に
よりとらえ，犯罪・非行の継続をP-EFP（両
極化した等至点）とした。

Ⅲ．結果
１．�犯罪・非行に及ぶ前から少年院を出院

するまでの変容と支援

図１は，犯罪・非行に及ぶ前から少年
院を出院するまでの変容と支援を記した
TEM図である。
Ｃ氏は，学校で≪SD❶友達がおらず≫，＜学
校に居場所がない＞と感じていた。≪SD❶

考，心情，感情，行動に焦点をあてて抽出
し，コード化した。そして，Ｃ氏が社会生
活の中でどのような問題や課題に直面した
のか，どのような支援や関わりによって，
価値や行動が変容していったのか，変容の
きっかけとなった心のありようや行動をと
らえ，TEM図を作成した。
TEM図では，≪EFP犯罪・非行からの離

脱≫をEFP（等至点）として定め，≪OPP犯
罪・非行行為に及ぶ≫≪OPP少年院に入院≫
≪OPP少年院を出院≫をOPP（必須通過点），
≪BFP❶相談できる人の存在≫≪BFP❷親の関
わり≫≪BFP❸指導の受け入れ≫≪BFP❹大
人に対する見方の変化≫≪BFP❺NPO法人A
による支援を受けながらの生活≫≪BFP❻ス
タッフに相談≫≪BFP❼問題の解決≫≪BFP❽

図１　犯罪・非行に及ぶ前から少年院を出院するまでの変容と支援
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親は仕事が多忙ですれ違いが多い　家族そ
ろっての食事もほとんどない≫ほど＜親子
関係が希薄＞な状態であった。やることも
なく，＜寂しさ・孤独感・虚無感＞を感じ
ながら日々を過ごしていたが，≪BFP❶相談
できる人の存在≫はなかった。そのうち，
＜大人に対する不信感・反発心＞を抱くよ
うになり，＜非行行為に及ぶ＞ようになっ
て，ついには＜暴走族に加入＞することに
なる。Ｃ氏はこの時の自分について，「大人
への反発とかでうまく言葉で表現できない
から暴力など体で表現しちゃってるってい
う部分があった。起こるべくして起きるよ
うな環境だった」と語っている。また，共
に犯罪・非行に走る暴走族の仲間から「す
ごい」と言われることによって，「普通の人
ならやらないことをやると自慢できる」「犯
罪・非行はかっこいい」という考えになっ
ていった。非行を続けることで≪SD❷社会
から差別・偏見≫を受けるようにもなり，
≪BFP❷親の関わり≫によって非行をやめ
るよう指導されるが，≪BFP❸指導の受け入
れ≫ができず，≪P-EFP犯罪・非行の継続≫
によって逮捕され≪OPP少年院に入院≫す
ることになる。
Ｃ氏は，少年院在院中に保護者からの依
頼でNPO法人Ａのスタッフと出会うこと
になる。面会時のスタッフによる≪SG❶寄
り添う関わり≫≪SG❶大人の考えを押し付
けない関わり≫≪SG❶同じ目線・相手に合
わせた会話≫によって，これまで不信感や
反発心を抱いていた≪BFP❹大人に対する見
方の変化≫が現れた。Ｃ氏の語りには，「ス
タッフは，僕が思っていた大人とは違う

なっていうふうに感じとりました。話しや
すいし，自分の中でこういうふうになりた
いなって具体的に思えた」とあり，大人に
対する不信感を払拭して，目指すべく大人
や将来像を前向きにイメージすることがで
きていた。
２．�少年院を出院し社会生活を送る中での

変容と支援

図２は，少年院を出院し，社会生活を送
る中での変容と支援を示した図である。
再び犯罪・非行に及ばないよう決意を

もって，Ｃ氏は≪OPP少年院を出院≫し，
社会の中で≪BFP❺NPO法人Ａによる支援
を受けながらの生活≫がスタートする。ス
タッフによる≪SG❸住居支援≫≪SG❸就労支
援≫によって，社会で生活していく環境を
整えることができ，後に＜会社経営を始め
る＞ことになる。社長として，仕事と従業
員の育成を行っていく中で，＜仕事に対す
る責任感・従業員への思いやりを得る＞よ
うになる一方，≪SD❹従業員・元従業員・
元請けとのトラブル≫が発生し，＜仕事に
おける悩み・問題を抱える＞ようにもなる。
NPO法人Ａでは，≪SG❷365日24時間寄り

添う関わり≫や≪SG❷定期的に日常生活を
確認する支援≫をしており，その中で，Ｃ
氏は，仕事におけるトラブルや悩みなどを
≪BFP❻スタッフに相談≫するようになる。
スタッフは≪SG❹仕事内容に関する支援≫
や≪SG❹お金の使い方についてのアドバイ
ス≫≪SG❹従業員等とのトラブルに対する支
援≫≪SG❹精神面での支え≫などさまざま
な支援を行い，Ｃ氏はスタッフによるアド
バイスをもとにトラブルや問題に対処する
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ことで，以前のように暴力をふるうことな
く，＜対話による解決＞をすることができ
た。その具体的なエピードとして，次のよ
うなものもある。
Ｃ氏のもとに元従業員が無免許運転で会
社の車をそのまま乗っているという情報が
入り，Ｃ氏は元従業員と話し合うことにし
たが，スタッフに「１人で行くと，我慢が
できないかもしれないので，付いてきても
らっていいですか」と依頼した。現場に行
くと，運転免許を持っていると言っていた
元従業員が免許を持っていないことが分か
り，Ｃ氏は今にも手を出してしまうぐらい
の勢いになったが，ギリギリのラインで抑

えることができた。最後には元従業員と事
故をした時のリスクなどを冷静に話すこと
ができ，Ｃ氏なりに怒りを抑えて会話をす
ることができた。
この時，Ｃ氏は「（スタッフが）いなかっ

たら，我慢できずに手を出していました」
と語っている。また，従業員が退職したこ
とでメンタルが荒れ，現場に出てもイライ
ラし，従業員にあたってしまったことが
あったが，スタッフによる「自分にとって
必要な出来事だったし，辞める事にはなっ
たけど，その子の生活を今まで養う事がで
きたという風に考えを変えていけば，良い
風に送り出せると思うよ。これからはその

図２　少年院を出院し，社会生活を送る中での変容と支援
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子の夢を応援してあげるのが役割だから，
イライラするのではなく笑顔で送り出して
あげよう」という言葉がけによって，「そう
ですよね。切り替えていきます」と言って
態度を改めることができた。このような
スタッフによるアドバイスに支えられなが
ら，Ｃ氏は抱えている≪BFP❼問題の解決≫
ができ，安定した日常生活を送れるように
なる。
３．�支援者になる目標をもって犯罪・非行

から離脱するまでの変容と支援

図３では，伴走してくれる人がいる安心
感を得て，犯罪・非行から離脱するまでの
変容と支援を記している。

NPO法人Aでは，≪SG❺電話・LINEによ
るメッセージのやり取り≫や≪SG❺月1 ～ 2
回程度の回数で本人に会う≫などして定期
的な関わりをもっている。C氏はスタッフ
による継続的な関わりによって，<伴走し
てくれる人がいる安心感を得る>ことがで
き，社会生活を送る中での＜人間関係にお
けるトラブルや悩み・情緒不安定＞があっ
ても，一人で抱え込まずに＜自ら相談でき
る＞ようになる。このスタッフの関わりに
ついて，C氏は，「いろんな人は（スタッフが）
特別なことをしてると思ってると思うんで
すけど，本当にすごい大切なことっていう
か，会ってご飯食べるとか，こまめに連絡

図４　介入が可能な変数による決定木分析�②

図３　伴走してくれる人がいる安心感を得て，犯罪・非行から離脱するまでの変容と支援



JAPANESE JOURNAL OF OFFENDERS REHABILITATION No.23 2023

40　

を取るとか，大切なことなんですけど，な
かなかできない人が多いなかで，それをス
タッフさんは当たり前にやって接してくれ
てるので，その積み重ねが僕の中では信頼
になっています。一時的に気にかけるとか
は誰にでもできると思うんですけど，継続
的にずっと，すぐに気にかけてくれる人と
かっていうのはなかなか自分の人生の中で
いなかったので，そういう日々の積み重ね
が今かなって思います」と語っている。ス
タッフの継続した寄り添う関わりよって，
社会生活の中で＜人間関係におけるトラブル
や悩み・情緒不安定＞があっても，＜自ら相
談できる＞ようになり，一人で抱え込まずに
≪BFP❽誰かに相談できる力の獲得≫や信頼
につながっていた。C氏は交際相手と≪SD❺

人間関係におけるトラブル≫や≪SD❺金銭
請求≫などの問題を抱えたが，自らスタッ
フに相談し，相談を受けたスタッフは「（交
際相手に対して）言葉を選んで会話をして
いかなければいけないよ」「自分に落ち度
があるならば，謝り続けて仲直りをする方
向に進めていこう」「下手に刺激を与えて
しまうと，また金銭を脅迫される可能性
があるので波風を立てないように気を付
けていこう」といった言葉を伝えながら，
≪SG❻トラブル対応についてのアドバイス≫
を行った。C氏がスタッフに「今度，彼女に
話をしてほしい」と話した際には，C氏と
一緒に交際相手のもとを訪問し，≪SG❻交
際相手との仲裁≫に入るなどの支援も行っ
た。このような支援によって，C氏は＜い
つも自分を気にかけてくれる人の存在＞を
実感すると共に＜仕事や従業員育成への責

任感＞も相まって，＜周りの人や親を悲し
ませたくない・守る存在がいる＞という思
いを強く抱くようになっていた。
このスタッフによる支援や関わりは，C

氏の犯罪・非行に対する考え方や意識の変
化にもつながっていく。C氏は「少年の時は
犯罪をしているっていう感覚じゃなくて，
悪いことをしてるっていう認識で，犯罪っ
ていう意識があんまりなかった。でも，守
らないといけない従業員だったりとか，僕
だけの人生じゃなくなってきてる。仕事も
そうですし，スタッフさんの接し方だった
り，お母さんとの関係だったり。今までそ
ういう深いところまで考えてなかったの
で，それがいろんな面で，立場だったり，
スタッフさんに与えてもらった立場だった
りっていうので責任が生じて，その責任に
対して，自分の中の犯罪・非行に対する考
え方っていうのも変わってきました」と述
べていた。
NPO法人Ａが行っている支援には，日々

の生活への支援や環境の調整だけでなく，
支援する元非行少年が支援者として育って
いくというプロセスも重視し，元非行少年
が支援者になれる場や支援者になるべく学
びの場の機会を設けている。C氏もスタッフ
による支援を受けながら，NPO法人A青年
部のスタッフとして，≪SG❼テレビ局の密
着取材≫に協力したり，≪SG❼法人が企画
する会でスピーチ≫≪SG❼（法人）スタッフ
活動への参加≫≪SG❼インタビューに応じ
謝金をもらう≫などさまざまな活動を行っ
ていた。≪SG❼テレビ局の密着取材≫で
は，快く取材に応じ，「こんなに真剣に向き
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合ってくれる人（＝スタッフ）がいるんだな
と感じました」と語り，その言葉を聞いた
スタッフによる支援記録には，これまでC
氏から支援を受けての感想を聞いたことが
なく，Cの言葉を嬉しく受け止めたと記載
されていた。≪SG❼法人が企画する会でス
ピーチ≫では，「スタッフとして動けている
ことに喜びを感じている」と話し，≪SG❼（法
人）スタッフ活動への参加≫では，NPO法
人Aが支援する他の少年との面談に同行し，
C氏なりに励ましやアドバイスを少年に
行った。支援対象者はメンタルが落ちてい
る少年との面談であったが，その落ちてし
まった原因をスタッフが探っていくプロセ
スを隣で聞いて，面談後に「そうやって話
を持っていくんですね。めちゃくちゃ勉強
になりました」という感想を述べている。
≪SG❼インタビューに応じ謝金をもらう≫
経験では，アドボケイトのインタビューを
受け，非行に走っている時に，信頼して相
談ができる相手がいなかったことなどを
語った。謝金の金額は大きくはないものの
初めての謝金になると知ってとても喜び，
自分の経験が誰かの役に立つことを体感
することができた。このように，C氏は，
＜NPO法人Ａの活動に参加する＞中で，支
援を受けるだけでなく，自分が＜支援者に
なるという目標＞ができ，スタッフと共に
≪SG❽少年院訪問に同行≫したり，少年との
≪SG❽面談に同席≫したり，≪SG❽研修会に
参加≫するなどの＜NPO法人Ａによる支援
者育成を受ける＞ようになっていく。これら
のプロセスを辿ることで，社会の中で＜EFP

犯罪・非行からの離脱＞に至っていた。

Ⅳ．考察
１．当事者に継続して寄り添う支援

本研究では，研究協力者Ｃ氏の質的デー
タをTEMで分析し，TEM図とストーリー
ラインを作成することで，Ｃ氏が社会にお
ける生活の中で，どのような問題や困難を
抱え，スタッフによるどのような支援や関
わりによって，変容していったのかを明ら
かにした。

Ｃ氏の辿ったプロセスには，≪大人に対
する見方の変化≫が分岐点の１つになって
いる。Ｃ氏は，小学生の頃から親とのすれ
違いが多く，寂しいという感情を抱え，大
人との関わりが希薄なまま成長し，成長す
るにつれて大人への不信感や反発心が形成
されて犯罪・非行行為へと走らせていった。
そんなＣ氏が， NPO法人Ａの支援を受ける
と決めたことは，大人に対する見方が肯
定的に変化したことを示しており，Ｃ氏の
人生にとって大きな意味を持つと考えられ
る。少年が，自身の立ち直りに役立つ人的
資源，例えば，親，補導委託受託者，先生，
調査官などの支援を受け入れることができ
るかは，自身の立ち直りを大きく左右する

（白倉2011）。この時，もし，Ｃ氏が大人に
対する不信感や反発心が拭えず，スタッフ
による支援を受けることを望まなかった場
合，自助努力によって社会生活を送ること
になるが，立ち直りへの意欲があっても，
その意欲が維持できなかったり，空回りし
たりすることは十分に予想される。また，
仕事や人間関係におけるトラブルが生じた
際の分岐点に，≪スタッフに相談する≫≪自
ら相談できる≫があるが，ここでスタッフ
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に相談をすることができなかった場合，適
切な解決策を見つけて対処することができ
ず，トラブルがさらに複雑化したり，精神
的に追い込まれたりし，再び犯罪・非行に
陥る可能性があると考えられる。日常生活
におけるトラブルや問題は誰しもが抱える
可能性があるが，その際に，常に寄り添っ
てどうしたらよいかを一緒に考え，支えて
くれる人の存在は欠かせず，一時的でなく，
継続した関わりの重要性が示唆された。

今回の分析結果において見られた支援
は，かねてから言われてきたものと重なる
部分が多いが，元非行少年の語りと支援記
録に基づき実証されたことは，当事者視点
での支援を考えていく上で重要であると言
えよう。
２．�支援者として育成する支援を踏まえた

立ち直り支援

今回の分析結果において見られた立ち直
り支援は，白井ら（2005） １），坂野（2015） 
２）廣井（2015）３）らによる先行研究におい
て明らかにされてきた立ち直り支援および
支援に必要な観点と概ね同様であったが，
これまでの研究結果にない立ち直り支援の
取り組みとして，元非行少年を支援者とし
て育てていく立ち直り支援を行っていた点
が注目される。

NPO法人Ａは，青年部という将来子ど
もに関わる仕事を目指す学生や自分と同じ
ように生きづらさを抱える子どもに寄り添
い，支援したいという元非行少年などが所
属する部がある。その部（青年部）では，困
難を抱えた子どもたちに直接関わること
で，その子どもの本音の部分を聞いたり，

子どもたちと真剣に寄り添っている大人が
どのような関わり方をしているのかを学べ
る機会を作っている。Ｃ氏もこの青年部に
所属し，スタッフと共に少年院での講演に
同行して，少年らの前で話をしたり，NPO
法人Ａが企画する会でスピーチをしたり，
さらには，NPO法人Ａが支援する他の少年
との面談に同席して，スタッフによる関わ
り方を直接見て学び，時には自身も少年に
励ましの声をかけたり，アドバイスをする
などして，支援者となるべく学びや活動を
していた。元非行少年が支援者となるケー
スは，これまでにも多くあるが，彼らのほ
とんどは自助努力によって支援者となって
いるケースが多い。その中で，NPO法人Ａ
では，日常生活の支援をするだけでなく，
彼らが将来，支援者となれる支援も同時に
行っており，注目すべきであると考える。
湯原（2020）は，元非行少年が自らの改善や
更生への努力について市民の前で語る場を
設けることは，少年の非行から立ち直りを
促進するのみならず，市民による少年への
理解を促し社会的包摂を促進する点からも
効果が期待できると述べている。

Ｃ氏は，NPO法人Ａの青年部のスタッフ
として，さまざまな活動に参加できること
に喜びを感じ，自らが生きづらさを抱える
子どもたちの力になりたいと主体的に勉強
し，努力をしていた。支援者になるための
支援をも含めた立ち直り支援は，支援を受
ける者が，徐々に支援する側として役割が
変わっていき，これまでの自身の経験が誰
かの役に立ち，同じような生きづらさを抱
えている子どもの力になれることが体感で
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きれば，自信につながり，支援者としてふ
さわしい自分でありたいという気持ちを維
持し続けることができるだろう（湯原2023・
佐脇2023）。そして，それが，犯罪・非行
からの離脱にもつながり，犯罪・非行から
離脱した生活の維持へとつながる可能性が
示唆される。廣井（2015）は，非行からの立
ち直りとは，犯罪行為を行わないように限
定されるのではなく，主体的に自分の生き
方を捉え，社会とのつながりの中で自己意
義を感じ取ることであると述べているが，
支援者育成をも取り入れた立ち直り支援
は，主体的に自分の生き方を捉え，社会と
のつながりの中で自己意義を感じ取ること
につながると考える。

Ⅴ．おわりに
本研究の結果，少年院出院者が社会生活

を送る中で抱える困難には，仕事におけ
る問題や人間関係におけるトラブルなどが
あることがわかった。仕事や人間関係の悩
みによる心理的ストレスは，じわじわとメ
ンタル面や日々の生活に負の影響を与える
ことになる。うまくいかないことがあって
も，心の支えとなるものがあり，さまざま
な人との関係があることで心のブレーキに
なる。非行・犯罪から離脱した生活を送る
には，継続して寄り添う支援が不可欠であ
ることはもちろんであるが，支援を受ける
だけでなく，支援する側として，自分以外
の誰かの力になれることを体感していくこ
とで，離脱への意識はさらに高まり，その
生活は維持される可能性が示された。一方
で，研究対象者が１名と限定的であったこ

とから，支援者になりゆく育成を取り入れ
た立ち直り支援の効果や支援プログラムに
ついては，さらに検証を進めていく必要が
ある。また，本研究におけるインタビュー
調査では，聞き手が回答を誘導することが
ないよう留意し，元非行少年の思いや意見
を率直な言葉で語ってもらうことを重視し
た。インタビューでは，社会生活を送る中
でこれまでに受けた支援について，NPO法
人スタッフによる支援や民間企業の社長に
よるサポートを口にしたが，保護観察官や
保護司といった言葉は登場せず，保護司等
によって行われた支援は語られなかった。
口にしなかった理由として，さまざま考え
られるが，それらへの言及がなかったこと
も含め，保護観察官や保護司による支援が
少年にどのように受け止められていたのか
を解明していくことが今後の課題である。

【謝辞】
本研究の調査にご協力いただいたNPO法

人Ａの関係者の皆様，快くインタビュー調
査にご協力いただいた３名の研究協力者の
皆様に感謝申し上げます。

注
１） 白井ら（2005）は，立ち直りには親との出

会い直しが必要であり，そのためには親
以外の大人による「援助者との出会い」と
援助が重要であると述べ，出会いのため
には少年の心理的な特性として「ひたむ
きに物事に取り組む力」と「抑うつに耐え
る力」が重要であるとしている。ただし，
常にそのような力が高い状態であるわけ
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ではないことや，両方とも高くあるとは
かぎらない。

２） 坂野（2015）は，非行からの離脱を促進す
るための支援として，①少年が適応する
社会的環境を整備する，②その環境との
関わりを通じて，自己効力感，自尊心を
回復できるようにする，③立ち直りの過
程において少年たちが迫られるアイデン
ティティの変容に関して，そのつらさ，
不安をサポートしながら，主体的，積極
的に変容に向かえるよう心理面への支援
を行う，④少年たちが，非行があった過
去を踏まえてアイデンティティを再統合
し，それが社会的にも承認されるよう，
非行をやめた少年のアイデンティティが
社会に根づくまで継続的に支援すること
が重要になるとしている。

３） 廣井（2015）は，立ち直り支援とは，①自
分の一部を否定したり，排除すること
から自由であること，すなわち自分を全
体として捉えることができること，②社
会とつながりがあると感じられること，
③主体的に人生を営むことができるこ
ととし，立ち直りには，「個別性」「相互
性」「継続性」の３概念が欠かせないと述
べている。
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Yukie Sawaki

This study aimed to identify the types of support and interactions that effected changes 
in values and behavior leading to a move away from delinquency among former juvenile 
delinquents released from a juvenile training school. The study explored the processes 
that effected such changes to understand the difficulties that former juvenile delinquents 
experience during their rehabilitation into society. The study also sought to gain insight 
into a rehabilitation support program that incorporates supporter training offered by a 
nonprofit organization. Semistructured interviews were conducted on an individual basis 
with three former juvenile delinquents, and the verbatim transcripts and support records 
of one of the interviewees were analyzed using the trajectory equifinality model. The 
findings demonstrated the need to provide former juvenile delinquents with ongoing 
support for moving toward a life away from delinquency rather than offering them only 
one-time support; further, it is important for them to feel safe and secure by having 
someone with whom they can talk and who is always present for them. The analysis 
results also suggested that for these individuals, setting the goal of becoming supporters 
themselves may be associated with staying away from crime and delinquency on a long-
term basis.
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